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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

号
で
は
相
続
対
策
に
お
け
る
不

動
産
活
用
に
つ
い
て
解
説
し
ま

す
。
相
続
税
申
告
に
お
い
て
相
続
財
産

に
占
め
る
不
動
産
の
割
合
は
、
平
成
23

年
度
で
土
地
45
・
９
％
と
建
物
５
・
７

％
の
合
計
約
５
割
。
そ
れ
が
10
年
後
の

令
和
２
年
度
で
は
、
土
地
34
・
７
％
と

家
屋
５
・
３
％
の
合
計
約
４
割
ま
で
減

少
し
て
い
ま
す
。
土
地
が
占
め
る
割
合

は
少
し
ず
つ
低
下
し
て
い
ま
す
が
、
ま

だ
ま
だ
不
動
産
が
重
要
な
財
産
で
あ
る

こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
東
京
や
大
阪
な
ど
利
便
性
の
高

い
地
域
で
は
土
地
価
格
が
上
昇
し
て
お

り
、
不
動
産
が
占
め
る
割
合
も
高
く
な

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
相
続
財
産
に
占
め
る
不
動
産
の

割
合
が
高
い
と
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が

多
い
か
と
い
う
と
、
不
動
産
を
次
世
代

に
承
継
し
て
い
く
た
め
の
次
の
よ
う
な

課
題
が
あ
り
ま
す
。

①
不
動
産
を
次
世
代
に
承
継
す
る
際
の

今

相
続
税
の
納
税
は
、
原
則
と
し
て
金
銭

一
括
納
付
で
あ
る
こ
と

②
不
動
産
を
他
の
相
続
人
と
共
有
し
た

場
合
、
賃
貸
や
売
却
な
ど
の
際
に
意
思

統
一
が
図
り
に
く
く
な
る
こ
と

③
共
有
持
ち
分
に
せ
ず
、
不
動
産
を
一

手
に
相
続
し
た
場
合
は
、
他
の
相
続
人

が
相
応
の
現
預
金
を
相
続
、
ま
た
は
不

動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
が
他
の
相
続

人
に
対
し
代
償
金
を
支
払
う
必
要
が
あ

る
こ
と

　

こ
れ
ら
を
解
決
す
る
に
は
、
不
動
産

を
賃
貸
す
る
こ
と
で
獲
得
し
た
収
益

で
、
相
続
税
の
納
税
資
金
や
不
動
産
を

承
継
す
る
相
続
人
以
外
の
相
続
人
に
対

す
る
現
預
金
や
代
償
金
を
用
意
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

担
当
者
は
地
主
が
所
有
す
る
不
動
産

を
最
大
限
活
用
し
て
収
益
を
上
げ
て
い

け
る
よ
う
、
不
動
産
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と

連
携
し
、
融
資
と
併
せ
て
提
案
し
て
い

き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

相
続
税
評
価
額
を 

引
き
下
げ
る
提
案
も
重
要

　

不
動
産
の
相
続
税
評
価
額
を
引
き
下

げ
て
相
続
税
を
減
ら
す
提
案
も
重
要
で

す
。
不
動
産
活
用
が
相
続
税
対
策
と
結

び
付
け
て
語
ら
れ
る
理
由
を
建
物
と
土

地
に
分
け
て
解
説
し
ま
す
。

≪
建
物
≫

　

相
続
税
を
計
算
す
る
際
の
建
物
の
評

価
額
は
原
則
、
固
定
資
産
税
評
価
額
に

よ
り
ま
す
。
こ
の
固
定
資
産
税
評
価
額

は
、
市
区
町
村
が
建
物
の
材
質
等
の
確

認
を
行
っ
て
決
定
す
る
も
の
で
、
建
築

価
格
の
約
５
割
程
度
と
言
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
建
築
価
格
６
０
０
０
万
円
の
建

物
を
現
金
で
支
払
い
建
築
し
た
場
合
、

建
物
が
完
成
し
引
き
渡
さ
れ
た
時
点
で

３
０
０
０
万
円
の
評
価
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
建
物
を
第
三
者
に
賃
貸

し
た
場
合
は
、
最
大
で
借
家
権
割
合
30

％
を
控
除
で
き
ま
す
。
借
家
権
割
合
と

将
来
の
相
続
税
対
策
に
向
け
た

不
動
産
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

質
問
を
受
け
た
…
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法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

は
、
賃
借
人
の
権
利
部
分
と
し
て
建
物

の
評
価
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
割
合
は
全

国
一
律
30
％
で
す
。

≪
土
地
≫

　

一
方
、
土
地
の
評
価
は
原
則
、
路
線

価
に
基
づ
い
て
評
価
し
ま
す
。
新
た
に

土
地
を
購
入
す
る
場
合
は
、
路
線
価
よ

り
も
高
い
金
額
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
土
地
を
購
入
し
た
時
点
で
、
購

入
価
格
と
路
線
価
と
の
差
額
が
評
価
上

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
土
地
に
建
物
を
建
築

し
他
人
に
賃
貸
し
た
場
合
は
、
次
の
２

つ
の
評
価
減
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
貸
家
建
付
地

　

貸
家
建
付
地
と
は
、
他
人
に
賃
貸
し

て
い
る
建
物
が
建
っ
て
い
る
土
地
の
こ

と
を
い
い
、「
借
地
権
割
合
×
借
家
権

割
合
×
賃
貸
割
合
」
を
控
除
で
き
ま

す
。
仮
に
賃
貸
割
合
が
１
０
０
％
、
借

地
権
割
合
60
％
の
宅
地
の
場
合
は
、
18

％
︵
30
％
×
60
％
×
１
０
０
％
︶
の
評

価
減
と
な
り
ま
す
。

②
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
（
貸
付
事
業

用
）

　

被
相
続
人
の
貸
付
事
業
用
宅
地
を
相

続
で
親
族
が
取
得
し
、
相
続
税
の
申
告

期
限
ま
で
所
有
す
る
等
一
定
の
場
合
に

は
２
０
０
㎡
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
50

％
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
居
住
用
や
事
業
用
の
小
規
模

宅
地
等
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
特

例
を
適
用
し
た
面
積
が
２
０
０
㎡
に
達

す
る
ま
で
の
面
積
と
な
り
ま
す
。

	 相続税対策として不動産の活用方法について質問を受けた際には、不動産
を次世代に承継していくためには、賃貸収入で相続税の納税資金やほかの
相続人への現預金や代償金を用意する方法があることを伝えよう

	 不動産の相続税評価額を引き下げて相続税を減らす提案も重要となる。建
物・土地それぞれの評価方法を伝えるとともに、貸家建付地や小規模宅地
等の特例などによる評価減の方法についてもアドバイスしよう

図表１　建物を建築した場合の財産評価

図表２　�土地を取得した場合の財産評価額

＜前提＞ 建築価格 6,000 万円の建物を現金払いで建築した場合 
＜建物の建築前＞ ＜建物建築後＞ ＜賃貸した場合※＞ 
現金 6,000 万円 建物 3,000 万円 

（固定資産税評価額） 
建物 2,100 万円 
（3,000 万円×（1-0.3×100％））

※貸家の相続税評価額
建物固定資産税評価額 ×（ 1－借家権割合×賃貸割合）
賃貸割合＝課税時期の賃貸床面積の合計÷その貸家の共用部分を除く床面積の合計

➡ ➡

＜前提＞ 6,000 万円の土地 250 ㎡を現金払いで購入した場合 
＜土地購入前＞ ＜土地取得後＞ ＜貸家建付地の場合※１＞ 
現金 6,000 万円 土地 5,000 万円 

（路線価による評価額） 
土地 4,100 万円 
(5,000 万円× (1-0.3 × 0.6 ×  
100％)) 

＜小規模宅地等の減額後※２＞ 
土地 2,460 万円
（4,100万円－4,100万円×200㎡÷250㎡×50％）

※１貸家建付地の相続税評価額
路線価による評価額 ×（1－借家権割合×借地権割合×賃貸割合）
※２小規模宅地等の減額
貸家建付地による評価額 × 200 ㎡ ／ 250 ㎡ × 50％

➡ ➡

⬇


